
船舶事故調査報告書 

平成２９年７月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２８年６月２６日 １５時００分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市琴浦
ことうら

港 

 琴浦港下村東防波堤灯台から真方位１０１°１.７海里付近 

 （概位 北緯３４°２７.９′ 東経１３３°５２.２′） 

事故の概要  水上オートバイ原
はら

Ⅰは、浮体をえい
．．

航して遊走中、浮体の搭乗者１

人が負傷した。 

事故調査の経過 平成２８年７月１９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

水上オートバイ 原Ⅰ、０.１トン 

 ２７１－３６９２７岡山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 操縦者、操縦免許 なし 

 負傷者 負傷 １人（浮体の搭乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過  本船は、操縦者が１人で乗り、知人２人が乗ったビスケットと称す

る浮体をえい
．．

航して遊走していた。 

 本船は、操縦者が発進させた際、えい
．．

航索を左手に巻いて持ってい

た浮体の搭乗者１人が左手の指を負傷した。 

分析  本船は、浮体をえい
．．

航して発進した際、えい
．．

航索を左手に巻いて持

っていた浮体の搭乗者が負傷したものと考えられるが、操縦者から情

報が十分に得られなかったため、負傷に至った状況を明らかにするこ

とができなかった。 

 操縦者は、特殊小型船舶操縦士の操縦免許を受けていなかったこと

から、水上オートバイを操縦してはならなかった。 

原因  本事故は、本船が浮体をえい
．．

航して発進した際、えい
．．

航索を左手に

巻いて持っていた浮体の搭乗者が負傷したものと考えられる。 


